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「地方分権改革」とは、国に集中している権限や財源を地方自治体（県や市町村）に移すことにより、中
央集権型の行政システムを地域主権型の行政システムに転換することです。� 

中中央央集集権権型型のの行行政政シシスステテムム��

全国どこでも同じ�

国が、全国一律のルールを法
律や補助金の基準などで細か
く決めているため、地方自治
体では、地域の実情に応じた
行政サービスを展開しにくくなっ
ています。�

分野ごとにタテワリ�

国は省庁ごと分野ごとに判断
するため、地域にとって必要
な行政サービスを、地域が総
合的に決めることが難しくなっ
ています。�

税金の使われ方がわかりにくい�

国の補助金といっても税金です。
一度、国に納められた税金が、地
方自治体に補助金として再配分
されるため、受益と負担の関係
がわかりにくくなっています。� 

地方分権改革�

 を通じて･･� 

この改革により、地域のことは地域で決められるようになりますので、住民の皆さんの声や地域の実
情が行政サービスに反映されやすくなります。 �（※） 

地地域域主主権権型型のの行行政政シシスステテムム��

地域の実情に応じて�

全国一律のルールではなく、
住民の皆さんのご意見をいか
して、地域の個性や実情に応
じたきめ細かな行政サービス
が展開できるようになります。�

総合的に幅広い視点から�

分野をまたがって幅広い視点
から、地域の行政サービスを
自主的・総合的に進めること
ができるようになります。�

税金は身近なところで�

納めた税金が身近なところで
使われるため、税金の使いみ
ちがわかりやすくなります。
必要な行政サービスと負担を
見比べながら、住民の皆さん
が取捨選択できるようになり
ます。�

※　神奈川県では、「地域主権実現のための中期方針」を策定し、 その財源・権限と責任も自らが�基本 「自らの地域のことは自らの意思で決定し、
　　持つ」という地域主権型社会の実現に向けた取組みを進めています。�
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国が、細かなルールを全国一
律に決めたり、補助金を配分
しているため、地域のことで
あっても住民の皆さんと地方
自治体が「現地」で解決する
ことができません。� 

そのため、国と地方自治体の
間で、連絡調整などの内部的
な事務手続きが多くなってい
ますが、これらの事務は、住
民の皆さんの生活に直接的に
は役に立ちません。（※）�

「
現
地
」で
解
決
で
き
れ
ば
い
い
の
に

実際にどう変わるのか見てみましょう！�

書類作りから�
解放された分、�
ほかの仕事が�
できます� 
� 役所の対応も�

スピーディー�
になったし･･･�� 

地地方方分分権権改改革革 ��地方分権改革�
�

※補助金の申請、実績報告など各種事務手続きについて、「都道 法律などで定めるルールを
府県だけでも年間530万時間に及ぶ手間と125億円の人件費・旅 必要最小限にして、地域で 地域のことは住民の皆さんと地方自治体が一緒になっ

ため、どうしても国の補助金地
域
は
ひ
と
ま
と
ま
り
な
の
に

進めることになります。� 

ところが、国の補助金は、省
庁ごと分野ごとにバラバラに
決定されます。� 

結果として、本当に地域に
とって必要なことが後回しに
なったり、分野をまたがった
総合的な地域づくりが思うよ
うに進められないことがあり
ます。�

これからの時代は新しい施設

費等」が使われているとされています。（地方自治確立対策協 判断できるようにする� て、実態に合わせて「現地」で解決できる効率的・効果
議会「真の三位一体の改革」（平成１６年））�

的な仕組みに変わります。�

地方自治体は税財源が少ない
このあたり�

が受けられる事業を優先して や集会所を�
に憩いの施設� まずは、この道路を�

重点的に整備して、�
つくって…� あちらの道路は�

その後で･･･�

地地方方分分権権改改革革��地方分権改革�

国からの補助金を廃止して、
必要な税財源を国から地方 それぞれの地域に必要なことを住民の皆さんの声や地
自治体に移す� 域の実情をもとに総合的に考え、優先順位も決めながら、

バランスのとれた地域づくりを進めることができます。�

施
設
を
有
効
活
用
し
た
い
け
ど

をつくるだけではなく、既に

ある施設を有効活用する必要 リフォームして�

があります。� 使いやすいね！� 複合的な施設に�
なって…� 

�

ところが、国からの補助金で

整備した施設は、原則として 地地方方分分権権改改革革 ��地方分権改革�
ほかの用途に転用できないと

いった制約があります。�（※）�

国からの補助金で整備した

※補助目的外への転用については、補助金の適正な執行の観点か 施設の転用の制約を緩やか 住民の皆さんの年齢構成や需要の変化に応じてリフォー
ら、処分制限期間など、一定の要件が決められています。また、一 にする� ムして弾力的に活用するなど、施設の有効活用が進
部、要件が緩和された事例があります。� みます。�
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資料編� 
地方分権改革の主な経過�
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